
第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

 第２節 不適正処理対策の徹底  

１ 不法投棄等対策の徹底 

⑴ パトロール等監視体制の強化＜廃棄物対策課＞ 

○ スカイ＆ランドパトロールの実施（平成９年度～） 

 空と陸から連絡を取りながらパトロールを実施している。飛行経路に県境主要道路付近の山林及び河川敷等

を加える等、監視強化を図っている。なお令和６年度の実施回数は２回。 

○ 産業廃棄物収集運搬車に対する路上検査の実施 

 県境等で国・他県市との合同による産業廃棄物収集運搬車の路上検査を実施し、不適正処理の未然防止を図っ

ている。 

［実施県］三重県・滋賀県（平成10年度～）、福井県（平成12年度～）、 

中部地方環境事務所・愛知県・名古屋市（平成13年度～）、 

岐阜市（平成20年度～）、長野県（平成23年度～）、富山県・富山市（平成27年度～） 

 上記に県単独での実施を加え、県内全圏域での路上検査を実施している。 

○ 夜間休日産業廃棄物不適正処理監視パトロールの実施（平成12年度～） 

行政の監視の手薄な夜間・休日に不法投棄等監視パトロールを実施している。 

令和６年度の実施回数は400回。 

○ 市町村職員への立入検査権限の付与（平成14年度～） 

 市町村職員を県職員（市町村立入検査員）に併任し、「廃棄物処理法」及び「岐阜県埋立て等の規制に関する

条例」に基づく県の立入検査権を付与することにより、不適正処理事案等に対する迅速、効果的な対応が可能と

なるよう監視指導体制の強化を図っている。 

 令和６年度は、27市町村、77名の市町村職員を市町村立入検査員に任命し、県と市町村の連携による監視指導

に努めた。 

○ 可搬式カメラ監視システムの導入（平成17年度～） 

 機動性が高く、適時、適所に設置できる可搬式監視カメラを導入し、不法投棄等を未然に防止している。 

⑵ 通報体制の整備＜廃棄物対策課＞ 

○ 廃棄物インターネット110番の活用（平成11年度～） 

 廃棄物インターネット110番により、広く県民から不法投棄等の情報を得ている。 

 令和６年度末現在の通報受理件数は累計1,149件。 

○ 不法投棄等通報協力体制の整備 

 不法投棄を早期に把握するため、各種団体等の協力を得て通報体制を整備している。 

 郵便局員（平成12年度～）、森林組合員（平成13年度～）、岐阜県森林施業協議会（平成16年度～）、中日本高

速道路株式会社（平成17年度～）、中部電気保安協会岐阜支店（平成27年度～）、日本郵便株式会社（平成30年度

～）及びセイノーホールディングス株式会社（令和５年度～） 

 

２ 岐阜県埋立て等の規制に関する条例の的確な運用 

⑴ 不適正な土砂等の埋立て行為等の監視＜環境管理課＞ 

 不適正な埋立行為等を早期に発見し、初動段階から迅速に対処するため、市町村と連携し、「岐阜県埋立て等の

規制に関する条例」に基づく施工中の立入検査や定期的な監視パトロール等を実施した。 

⑵ 盛土規制に係る連携体制の構築＜建築指導課＞ 

 令和３年７月に発生した静岡県熱海市の土石流災害を踏まえ、令和３年10月に盛土規制に係る総合調整や包括

的なとりまとめを担う組織を環境管理課に設置した（令和６年４月から建築指導課へ移管）。 

 また、本庁と５つの地域ごとに「盛土規制に関する連携会議」を設置・開催し、市町村や警察も含めた関係機関

の連携体制を構築している。 

 

 第３節 災害廃棄物・感染症への備え  

１ 災害廃棄物処理対策の推進 

⑴ 災害廃棄物の適正な処理体制の強化＜廃棄物対策課＞ 

 地震、水害等の災害時には、被災した住居から排出されるごみやがれき類、有害廃棄物、避難所ゴミ等の災害廃
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棄物が大量に発生する。また、道路の通行不能や、ごみ処理施設の被災によって、平常時と同様の収集・運搬、処

分が困難となり、市町村の廃棄物処理が混乱することが予想される。 

 このような事態に備え、市町村において災害廃棄物の処理、仮置場の設置、分別の方法等について、あらかじめ

処理計画を立てておくことが必要である。そこで、県では環境省が策定した災害廃棄物対策指針を踏まえ、平成28

年３月に「岐阜県災害廃棄物処理計画」を策定するとともに、県及び市町村担当者等を対象とした演習及び研修会

等を実施し、災害廃棄物処理体制の強化を図っている。 

 

２ 感染症対策の推進 

⑴ 県民及び事業者に対する廃棄物の処理方法等に関わる注意事項の周知＜廃棄物対策課＞ 

 廃棄物処理は県民生活を維持し経済を支える必要不可欠な業務であり、感染症拡大時においても事業を継続す

る必要がある。感染症に係る廃棄物として、医療機関等から排出される感染性廃棄物とそれ以外の廃棄物があり、

廃棄物処理が滞り、医療機関等から排出される廃棄物と一般家庭から排出されるごみが適正に処理されていない

と、生活環境の保全上の支障となる。 

 「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」等に従い、必要な感染防止策を適切に実施することで、

廃棄物処理に由来した感染を防ぎつつ処理することができるため、同マニュアル等に沿った廃棄物処理の適正な

確保について周知した。 

⑵ 感染症の流行に対応した市町村業務継続計画の策定支援＜廃棄物対策課＞ 

 感染拡大に伴い、作業員の感染などの廃棄物処理を継続する上でのリスクが懸念されたため、そのような状況下

でも廃棄物処理を適正かつ安定的に継続できるように、市町村や一部事務組合に「一般廃棄物処理事業継続計画」

の策定を依頼した。 
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